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1 国家賠償責任と公務員個人の責任

憲法28条は、「国及ぴ公共団体の上級職員と普通職員が、その行為において

他人の権利を侵害したときは、刑事、民事及び行政に関する法律に従い、直接

に責任を負う。この場合、民事上の責任は国及び公共団体にも及ぶものとす

るJl)と規定しているが 2)、1957年 1月10日大統領令第3号 (Decretode1 

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957， n. 3. Testo unico delle disposizioni 

concernenti 10 statuto degli impiegati civili dello S凶 0) により、公務員個人の責

任は悪意または重大な過失があったときに限定されている (22条・ 23条)3)。

イタリア法の下では、契約外責任(不法行為)の領域における私人間の関係

を規律する法は、法律に別段の定めがある場合ならびに公的主体の性質、その

活動及び関係の特異性ゆえにそれらの規範を適用することができない場合を除

1) この条文は、制定過程における修正の積み重ねの結果、憲法起草者が当初意図してい

たものからは、かなり変質したものであると評価されている (Murusi[1986J)。すなわち、

草案では、憲法が定める自由権を侵害した場合の公務員の責任が定められていた (22条)。
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き、行政機関との関係でも適用されると解されるべきであるとされており 4)、

国家賠償責任の成否は契約外責任 (responsabilitaex回 .con回 ttuale) の規定に

より規律されている (e.g. Caranta [1993bJ ; Caranta [2001J ; Bronzetti [1991J)。

もっとも、判例においては、行政機関の責任には市民法典2049条5)や 2051条6)

の適用はないと解されている。

2) “estende" という文言からは、公務員が責任を負い、国や公共団体は第2次的な責任

を負うと解するのが自然であり、固などの責任は補完的なものであるとも考えられるが

(See e.g. Amor仕1 [1948J p.67)、公務員に対する委縮効果を生じきせないために、破棄院

及び憲法院は異なる解釈をとってきた。まず、憲法28条の責任は、公務員の責任を補完す

るものではなく、連帯(insolidum)責任であり、被害者は、公務員に対しでも、固など

に対しでも、また両方に対しでも、責任を追及できるとした (Cass.，29 gennaio 1964， 

Gi:附 t.civ.，1964，263; Cass.， 5 gennaio 1979， Giur.it.， 1979，1，1，954)。また、憲法院は、判事の

責任について、一般法に含まれている規範や原則から国家の責任を判決が導き出すことを

妨げるものはないと判示していた (Cortecost.， 14 marzo 1968， Giuγ~cost. ， 1968， 288， con 

no句 diCasetta， E.， La res世onsabilitadeiβmzionari e dei diPendenti pubblici -una illusione 

del costituente?， Foro a問問.， 19己8，11， 1193con nota di Capotos甘，A， Profili costituzionali della 

問sponsabilitadei問。gおtrati)。さらに、公務員の個人責任を定める(ただし、後掲注3参照)

憲法28条を施行するための法令、とりわけ、 1957年大統領令第3号22条・ 23条のように

公務員の個人責任を制限する規定との関係で、裁判所は、公務員の個人責任が認められな

い場合であっても、行政機関が損害賠償責任を負うことがありうるという立場をとってい

る。すなわち、公務員の個人責任を制限する法令の規定は行政機関自体の責任を制限する

ものではなく、公務員に軽過失があるにすぎない場合であっても、行政機関は市民法典

2043条に基づいて損害賠償義務を負うことがあるというのである (Cass.，s.u.， 20 gennaio 

1964， Gi悶 t.civ.，Mass.，1964， fasc.58; Corte cost.， 14 marzo 1968， Giur.cost.， 1968，288)。
3) もっとも、現行憲法制定前においては、公務員は、行政に関与している限り、純然た

る法理論上は、行為を行い、意思を持つ機関と異なる存在ではなく (Casetta[1953J p.109)、

第三者に対して責任を負うのは機関それ自身であり、公務員ではないというのが原則であ

った。

4) Cass.， 27 marzo 1972， Foro it.， 1972， 1， 2021 (a 2022).たとえば、 CannadaBartoliは、行

政機関の民事責任は、特別の領域を除き、通常の規範によって処理されるという前提に基

づいて検討されるべきであるとしている (CannadaBartoli [1976J p.29)。

5) C.Regno， 14 gennaio 1925， Foro it.， Repリ叩ceResponsabilita civile， nn 144・145.See also 

Cass.， 5 setlembre 1985， Giur. it.， 1986， 1， 1， 863， con nota di Messuti， M.S. 

6) See e.g. Cass.， 27 marzo 1972， Foro it.， 1972， L 2021. 
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契約外責任について市民法典2043条は、「故意または過失によるいかなる行

為も、他人に不当な損害 (dannoingiusto) を引き起こすものは、その行為者

にその損害を賠償すべき義務を負わせるJと規定している。市民法典2043条

の下では、不法行為責任の成立要件は、行為(作為または不作為)、責任能力、

非難可能性(故意または過失)、不当な損害及び因果関係7)であるが、故意ま

たは過失は、刑法典43条の定義によるものとされている。刑法典43条は、あ

る作為または不作為の結果であり、かっ、法律によって犯罪の構成要件である

とされている有害または危険な事象が行為者によってその作為または不作為の

帰結として予見されかつ企図されたものであるときには、犯罪は故意によるも

のであると定めている(第1項)。また、ある事象が行為者によって予見され

たが企図されなかったものであり、不注意、慎重さの欠如、技能の欠如または

法律、規則、命令もしくは指示の不遵守によって生じたときには、犯罪は過失

によるものであると定めている(第3項)。

損害は、通常、法的に保護されている利益に対する侵害であるが、他の主体

の法的領域の不当な侵害によって損害が引き起こされたときに、その損害は不

当なものとして損害賠償の対象となる (Certoma[1985J p.367)。言い換える

ならば、適法な理由によって引き起こされたものでないときには不当な損害で

あるとされる (Wa出 n [1997J p.253)。

近年まで、国家賠償責任に係る判例は、ある損害が不当なものであるとされ

るのは、他の法的規定によって正当化されない行為によって侵害または損害が

生じたこと (nonjure)及び正当な利益 Cinteresselegittimo) 8) と対比される 9)

権利 (dirittosoggettivo)lO)が侵害されたこと (contraius)とがみたされるとき 11)

であるとしてきた 12)。通常、権利とは「法制度によって承認されかっ保護さ

7) 因果関係については、たとえば、 Trimarchi[1967J ; Realmonte [1967J ; .Geri [1983J 

pp.187 SS.; Franzoni [1993J pp.84 SS.; Carbone[1997J pp.51 SS.など参照。

8) See e.g. Cass.， S.U.， 30 giugno 1969， Giust.ci目V.，1969， 1832 

9) See e.g. CerulIi IrelIi [1997J p.369. 

10) See e.g. Cass.， 18 iebbraio 1997， Giust.civ.Mass.， 1997， fasc. 268 
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れている利益の満足のために行為する権能」あるいは「関連する規範において

示された限度内で行為する権限、言い換えるならば、所与の法的状況との関連

である立場をとる法的可能性」であると定義されている (Certoma[1985] p.20)。

他方、正当な利益は、「行政が、権利を損ないまたは拡張する、その権限を有

効に行使しているという外観jまたは「行政がその権限の行使を規律する規範

に従って、その権限を行使しているという外観」であると定義される

(Certoma [1985] p.23)。

権利 (diri凶 soggeitivi) と正当な利益とを分ける規準をめぐっては、さまざ

まな見解が示されてきたが13)、たとえば1999年7月22日破棄院判決ω は、権

利と正当な利益との区別は、前者は後者と異なったやり方で保護され、かっ、

広く保護されると述べている 15)。

また、正当な利益と権利との相違点を保護される価値に求める見解も存在す

る。すなわち、権利は、それ自体が当然に保護に値する価値に対応し、正当な

利益は公益と衝突しない限りにおいて保護される価値に対応するというのであ

る(SeeGalleotti口954]pp.13-16;Zanobini口958]pp.185e 187; Cerulli Irelli[1997] 

p.376， Cocozza e Corso [1994] pp.201・203.See also Cassese [1995] pp.463-465)。

しかし、 1999年7月22日;破棄院判決は、権利の基礎にある個人の利害と正当

な利益の基礎にあるそれとの聞には、本質的な違いはないとして、この考え方

に与しない (rec.5)。

さらに、権利は個人が自律的に実現することができる価値に対応するもの

11) See e.g. Cass.， 11 iebbraio 1995， Dir.ρroc. am例.， 1997， 358， con nota di D'orsogna， D.， 

Danno da "reato" e compo付amentoillegittimo dell' a刑問問符trazione:verso I'“ingi悶 tizia"dei 

danni derivanti dalla lesione di interessi legittimi， Foro am制.， 1995， 1822， Giust.目 civ.，1996， 1， 

2395 e Cass.， s.u.， 23 novembre 1985， Giust.civ.， 1986，1， 734， Foro it.， Rep.， 1986， voce 

Responsabilita CI'吋le，n.126. 

12) See e.g. Bellini [2011J pp.23-25. See also Di Majo [2009J p.5， Monateri [1998J p. 812 et 

seq.なお、ローマ法における nonJu刊と contraiusとが類義であるかどうかについては議論

がある。 Seee.g. Va1ditara [2005J p.33 e n.245， Cannata [1969J pp.307-308 e n.1 

13) See e ιAngeletti口988Je Nigro et al目 [1988J
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(身体の自由など)であるのに対し、正当な利益は政府の能動的な関与によっ

てのみ実現できる価値(建築許可 16)など)に対応するものであるという見解

もある (SeeCerulli lrelli [1997J p.374. See also Cassese [1995J pp.463-465)。

しかし、判例・通説は、個人が自律的に実現できる価値であるにもかかわらず、

正当な利益としてしか保護されない、不利益を与える行政行為に関連する利益

(interessi oppositivi) 17)という概念を認めている 18)。

14) See e.g. Cass.， s.u.， 221uglio 1999， Foro it.， 1999，1， 3201， con nota di Caranta， R， La pubblica 

amministrazione nell'eta della rl回;ponsabilita(Nota a Cass.， sez. un.， 221uglio 1999， n. 500/SU， 

Co附 .FiesoleιVitali)， Foro it.， 1999， 1， 3212， con nota也 Fracchia，F.， Dalla negazione della 

risarcibilita degli interessi legittimi all' affermazione della門sarcibilitadi quelli giuridicamente 

rilevanti: la svolta della suprema corte lascia aperti al，仰 niinterrogativi (Nota a Cass.， sez. un.， 

221uglio 1999， n. 500/SU， Com. Fiesole ιVitali)， R叩 .it. dir. pubbl. com.， 1999， 1126， con nota 

di Greco， G.， Inte均，sselegittimo e risarcime判todei danni: crollo di un p問I[Jiudiziosotto la pressione 

della normativa europea e dei contributi della dottrina， Giur. cost.， 1999， 3217， con nota di Satta， 

F.， La sentenza n. 500 de11999: dagli interessi legitti例 iai diri目ttilondamentali， Foro it.， 1999， 1， 

3221， con nota di Romano， A， So仰向・sarcibili;ma pe町hedevono essere interessi legi;世imi?(Nota a 

Cass.， sez. un.， 221uglio 1999， n. 500/SU， Com. Fiesole c. Vitali)， Foro it.， 1999， 1， 3226， con nota 

di Scoditti，E.， L'inter，郎selegittimo e il costitu抑制伽?l0-Conseguenze della svoliωgiuriS世間denziale

問問。teriarisarcitoria(Nota a Cass.， sez. un.， 221uglio 1999， n. 500/SU， Com. Fi回olec. Vitali)， 

Riv.α抑制.r，担当~. it.， 1999， 597， con no旬 diTarullo， S.， Le proゆettiverisarcitorie del danno“ingi附 to"

cagionαωdalla p.a. tra il d.目19s.n. 80/98 e la sentenza delle Sezioni Unite n. 500/99， G叫 r.cost.， 

1999，4045，∞nno旬diF.G. Scoca， Per un'ammi:泊 trazione間並由問。bilee Azzariti， G.， La riSarcibilita 

degli interessi legittimi tra int，白世間tazionigiurisp叩 denzialie interventi legislativi.目 Unco例mento

alla sentenza n. 500 del 1999 della Corte di Cassazione， Gi目orn.diκ; amm.， n. 9/1999， 832， con 

nota di Torchia， L.， Larisarcibilita degli interl回silegitti問 i:dalla 10四staPiet円万cataal bosco di 

Bimam. See also Cerulli Irelli [1997J p. 369. 

15) 憲法24条1項は、「何人も、自己の権利及ぴ正当な利益の保護のために、訴えを提起す

ることができる」と規定するが、同 113条1項は、「行政の行為に対しては、通常裁判所ま

たは行政裁判所において権利及ぴ正当な利益に係る裁判上の保護が、常に認められる」

(第1項)と定める一方で、同条3項は、「行政の行為を取り消すことができる裁判所、取

り消すことができる場合及び取消しの効果は、法律で定める」としている。また、同 103

条1項は、「国務院その他の行政裁判所は、行政との関係で、正当な利益を擁護し、法律で

定める一定の事項については権利を擁護するための裁判権を有する」と定めている(圏点

ー引用者)。
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以上に加えて、行政の活動は、行為規範 (normed'azione) と関係的規範

(norme di relazione) という 2つの種類の異なった条項によって規律されてい

るという整理をして、説明する見解も有力である。行為規範は、公益のみを考

(前頁よりつづき)

そして、 1865年3月20日法律第2248号(Legge20 marzo 1865， n. 2248， Al1egato E -Per 

l'unificazione amminis仕ativadel Regno d'Italia)の2条は、行政庁による命令などに関係す

るものであっても、民事上の権利または政治的権利 (dirittocivile 0 politico)に関する事件

については通常裁判所が管轄を有すると定めており、正当な利益が争点となる事件につい

ては行政裁判所が管轄を有すると定めていた (1条)。そこで、権利が争点なのか正当な利

益が争点なのかによって、管轄を有する裁判所が異なることとされていた (Manca，Corrao 

and Lo~go [1992J p.l句ly-23;Certoma[1985J p.251; Cass.， s.u.， 1 ottobre 1982， Giust.目 C叩.，

1982， 1， 2916; Cass.， 18 novembre 1977， Giust. civ.， 1978， 1， 19; Cass.， 15 novembre 1983， Foro 

it.， Rep.， 1984， 1， 1009; Cass.， 15 0仕obre1980， Foro it.， 1981， 1， 2530; Cass.， 14 ottobre 1972， 

Foro it.， 1972， voce Responsabilita ci吋le，n.100)。そして、たとえば、不利益を与える行政行

為に関連する正当な利益についての損害賠償は、行政裁判所が違法な行為の無効を宣言し

た場合に、通常裁判所が命じることになるとされていた (Seee.g. Del Duca [1984J 

pp.232-233. See also Angeletti [1980J)。

しかし、 2000年7月21日法律第205号(Legge211uglio 2000， n. 205 -Disposizioni in 

materia di giustizia amr凶nis仕組va"corredato delle relative note) 7条による改正(この改正

は、憲法院の2000年7月17日の違憲判決[Cortecost.， 171uglio 2000， n. 292， Foro it.， 2000， 1， 

2393， con annot. di Barone， A. e nota di Travi， A.， Giurisdizione esc1usiva e legittimita 

costi伽zionaleJをうけたものである)後1998年委任立法令第80号 (Decretolegislativo 31 

marzo 1998 n. 80 -Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle 

amminis仕azionipubbliche， di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione 

紅国凶nis甘ativa，emanate in attuazione dell'articolo 11， comma 4， della legge 15 marzo 1997， n 

59) 33条1項は、金融、保険その他の監督を含む公役務 (pubbliciservizi)に関する紛争を

行政裁判所の専属管轄とし、また、同35条1項は、同33条及び34条の下で行政裁判所の

管轄とされている事項 (2000年改正前においては行政裁判所が専属管轄を有する事項)に

ついては、行政裁判所が損害賠償を命じるものと定めた。そして、破棄院が、 1998年7月

1日 (1998年委任立法令第80号の施行日)より前の証券取引委員会またはイタリア中央銀

行の損害賠償責任に関する事案は、 Vitali事件のように行政裁判所が専属管轄を有する場

合を除き、通常裁判所の管轄に属すると判示する一方で (Cass.，6 aprile 2001， n.149)、憲

法院は、 1998年7月1日以降2000年8月10日 (2000年法律第205号の施行日)より前の期

聞に係るものについては、 2000年法律第205号の7条が遡及効を有することに鑑みて、行

政裁判所も管轄を有するとの判断を示した (Cortecost.， 121uglio 2002， ordinanza， n. 340)。
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慮する行政の活動を規律するものとして定められているものであり、行為規範

を前提とする個人の地位は正当な利益である。すなわち、行為規範は、行政に

対してその権限の行使を規制する条項に従って行動することを要求することを

正当化するにとどまる。他方、関係的規範は、行政と個人との聞の関係を規律

するものとして定められている規範を含み 19)、関係的規範は個人に実体的な

権利を与えるものである。

(前頁よりつづき)

なお、 金融、保険その他の監督が公役務に含まれることは明示されていたもののー

「公役務」の範囲をめぐっては、見解が分かれていた。すなわち、国務院は「公役務」を

広く定義していたのに対し (e.g.Consiglio di Stato， Adunanza Plenaria， 30 marzo 2000， 

ord泊anza，n.1)、破棄院は、「公役務」の概念をあまりに広く画するべきではなく、行政裁

判所が専属管轄を有する領域は例外的なものであるという解釈をとっていた (e.g.Cass.， 

s.u.， 30 marzo 2000， n.71， Urb. app.， 2000， 602， con nota di Garofoli， R.， L'art. 33 d.lgs. n 

80/1998 al vaglio della Cassazione e del Cons忽liodi Stato; Cass.， s.u.， 30 marzo 2000， n.72; 

Cass.， s.u.， 12 novembre 2001， n. 14032) 0 See De Falco [2003J p.45; lannello [2005J 

pp.84百;Scotti [2003J p.45; Goggiamani [2001J pp.18ff.. For details， see also Villata [2008J. 

これらの経緯を経て、現在では、 2010年委任立法令第104号 (Decreωlegislativo2 luglio 

2010， n. 104 -Attuazione dell' articolo 44 della legge 18 giugno 2009， n. 69， recante delega al 

governo per il riordino del processo arruninistrativo)は、正当な利益に関するものみならず、

133条及び2009年6月18日法律第69号が定める事項については権利に関する損害賠償につ

き管轄を有するものと定めている (7条1項5項7項)。そして、同 133条1項c)は銀行、

保険及ぴ証券市場の監督を行政裁判所の専属管轄として定めている。

16) 建築許可との関係において、たとえば、 1980年3月25日憲法院判決 (Cortecost.， 25 

marzo 1980 n. 35， Giust. civ.， 1980， 1， 993， con no旬也 Morelli，M.R.， Restonsabilita ci出ledi 

tubbliche amministrazioni ter risarcimento del danno tatrimo叫ialeda 1田ionedi interessi legittimi 

dei trivati:円lanciodi una troblematica， Giur. cost.， 1980，1， 262， Foro amm.， 1980， 1， 2107)、

銀行業の免許に関して、 1988年3月25日破棄院判決 (Cass.，s.u.， 25 marzo 1988， Banca， 

bo悶a，tit. cred.， 1989， 11， 7)。そして、免許の拒絶などが裁判所によって無効とされることに

よって当然に損害賠償責任が生ずるものではないと解されてきた。すなわち、行政行為の

違法性は、「不当」であることを意味するものではないとされてきた (Seee.g. Tassone 

[1992])。
17) See e.g. Visintini [1987J pp.373-374. 

18) See e.g. Cass.， s.u.， 221uglio 1999， rec.8. 
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そして、伝統的には、正当な利益の侵害に対する損害賠償は、市民に不利益

を与える行政行為に係る正当な利益 Unteresselegittimo oppositivo)に関するもの

に限られ、行政による有利な行為に係る正当な利益 (inter，ωselegittimo pretensivo) 

に関するものの場合には認められないとされてきた (Cassariono[1990J p.25)。

有利な行為に関する正当な利益の侵害に対して損害賠償を認めなかった例と

しては、建築物の安全性についての監督が適切になされなかったため (For

details， see e.g. Bernardini [1988J)、住居用建物が崩壊したという事案に係る破

棄院判決があるが (Cass.，s.u.， 17 novembre 1978， n. 5346， Giust. civ.， 1979，1， 

17)、破棄院は、地方公共団体に与えられている権限は、住居の最低限の衛生

的環境というより一般的な利益を考慮に入れつつも、社会経済的観点からも景

観的にも町村の調和ある開発という公益を保護することを目的としていると

し、法令の規定は特定の個人に権利を与えるものではないとの判断を示した 20)。

すなわち、当該法令の規定からは権利は導かれず、正当な利益のみが導かれ、

これは、地方公共団体に賦与されている権限の多くが裁量的なものであること

による。栄養摂取のための製品を破棄するようにとの命令が違法なものであっ

た場合において、食品流通の認可を所管する行政庁の責任が争われた事案にお

いても同様の判断がなされた 21)。

これらの裁判例の事案は視点を変えてみるならば、行政に裁量が認められて

いるものであり (SeeSorace [2000J p.147)、そのような場合には、個人には

権利は認められず、行政庁が監督義務を負っている場合でも、せいぜい、正当

な利益が認められるという考え方が通常は妥当していたといえそうである 22)。

2 金融監督上の失敗と監督当局の責任

はやくも、 1958年には、金融監督上の失敗に係る監督当局の責任について、

19) For details， see e.g. Gucciardi [1957J 
20) これに対しては、学説は批判的で、あった (e.g.Postiglione [1979J)。

21) Cass.， s.u.， 9 novembre 1989， n. 4708， Giust. civ. Mass.， 1989， fasc. 11. 
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Banco De Calvi事件判決お)が判断を示した。この事件は、十分な資金を保有

していなかったDeCalviに対して「銀行 (banco)Jという名称の使用を認めた

ことは銀行法 (Legge7 marzo 1938， n. 141 conversione del Regio Decreto 

Legge 2 marzo 1936， n. 375 ・・Disposizioni per la difesa del risparmio e per la 

disciplina della funzionecreditizia) に違反するし、 DeCalviに不正行為がある

と投資家が指摘した後にも、 DeCalviの活動を適切に監督しなかったとして、

投資家が、財務大臣とイタリア中央銀行に対して損害賠償を請求したというも

のである。しかし、ジェノパ控訴裁判所は、銀行監督は公益のために行われ、

個々の市民の利益のためになされるものではなく、 1936年銀行法に含まれる

銀行監督規定は行為規範 (normed'azione) である以上、裁判管轄を有しない

として、訴えを却下した 24)。

その後、 BancaBertolli25)事件及びBancaPrivata Italiana26
)事件において、

ローマ控訴裁判所も、預金者及び投資家からの損害賠償請求を退けた。すなわ

ち、 BancaPrivata Italiana事件判決は、イタリア中央銀行の監督活動は子会社

または親会社の利益を保護することを目的とするのではなく、経済行為と銀行

22) See also Cass.， s.u.， 15 novembre 1983， Foro it.， 1984， 1， 1009; Cass.， s.u.， 18 novembre 

1977， Giust. civ.， 1978， 1， 19. ただし、テナントを退去させる命令を理由なく執行しなかっ

たことについて、賠償責任を認めたものとして、 Trib.Milano，20 novembre 1980， Foro Pad.， 

1980，1，341がある。

23) App.Genoa， 15 gennaio 1958， Banca， borsa， tit. cred.， 1958， 11， 52 con nota di PaIlini， P.， 

lmproponibilita dell'azione aquiliana. Caratte陀 internodelle norme della legge bancaria. 

24) なお、 DeCalviは為替業務に主として従事していたものであり、イタリア中央銀行では

なく、イタリア為替局 (U血.ciolta1iano Cambj)が主たる監督権限を有していたのであり、

イタリア中央銀行としては、 DeCalviが不当に預金の受け入れを行っていることに気付い

た場合に初めて、注意義務を負うことになったはずであると指摘されている (Pallini[1958J 

pp.55-56)。
25) Trib. Roma， 30 apriIe 1963， Banca， borsa， tit. cred.， 1964， 11， 106. 

26) Trib. Roma， 27 aprile 1977， Banca， bo悶a，tit. cred.， 1978， 11， 90. c沼nnota di Capriglione， F.， 

Discrezionalita、delprovvedimento amministrativo di messa問 liquidazionecoatta di un'azienda 

di c開 di初 epretesa risarci品oriadel soαo. 
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業務の健全で秩序正しい遂行についての公益を保護することのみを目的とする

として、行政裁量の範囲を超えて、私人の権利を有責に侵害した場合を除き、

イタリア中央銀行に対する損害賠償請求は認められないという立場をとった。

この判決は、イタリア中央銀行は機会と適法性 (opportuniぬelegittimita) に

照らして、まさに裁量を行使しているとしたものの、抽象論としては、単なる

正当な利益の性質を有するにとどまらず、私人が被った損害賠償請求が認めら

れる権利の存在がありうることを示唆した。もっとも、裁判所は、預金者が主

張しているものは不法行為訴訟によっては保護されない27)債権の侵害であり、

市民法典2043条によって損害賠償をうけることができるのは、絶対権ないし

基本権 (diri仕iassoluti 0 primari)、すなわち、法システムによって対世的に保

護されている権利 (dirittiprotetti erga omnes) の侵害によって生じた損害であ

るとした 28)0 Banco Ambrosiano事件判決29)、PeがかMontedison事件判決30)及

び“'ZoppiSIM"事件判決31)は、投資家は、正当な利益に対する損害を被った

だけでは十分ではなく、権利に対する損害を被ったときにのみ行政に対して損

害賠償を求めることができるが、公的主体による監督活動は、公益のみのために

27) これは、債権侵害に対する損害賠償を認めた 1971年1月26日破棄院判決 (Cass.，s.u.， 

26 gennaio 1971， n. 174) (詳細については、後掲注43参照)とは整合しない判示である。

28) 他方、株主は会社財産の減少によって間接的に損害をうけるにすぎないとした。

29) Cass.， s.u.， 29 marzo 1989， n. 1531， Banca， borsa， tit. cred.， 1990， I1， 425， con nota di 

Marzona， N.， Lirr雌 (attuali)e prospettive de! raccordo同制te!ade! risparmiatore e funzione 

di controllo， Foro it.， 1991， 1， 3205， con no匂 diCondemi， M.， Giur. it.， 1990， 1， 439， con nota di 

Vella， F.， Proposta di avvio della procedura di liquidazione coatta amminis仕ativanei con企onti

delle imprese bancarie e responsabilita degli organi di vigilanza. 1986年1月9日ミラノ地方

裁判所判決 (τ'rib.M丑ano，9 gennaio 1986， Giur.ωmm目， 1986， I1， 427， con nota di Cera， M.， 

Inso!venza de! Banc沼Ambrosianoe responsabilita degli organi pubblici di vigilanza) も、ア

ンプロシア}ノ銀行の破綻により損失を被った株主のイタリア中央銀行に対する請求を、

株主は、適切な監督がなされることにつき正当な利益を有しているにとどまり、権利を有

していないとして、棄却した。

30) Trib. M口組0，23giugno 1997， Giur.it.， 1998， 100. 

31) For deta仇 seeDimundo [1988J. 

40 

L 



銀行監督上の失敗と国家賠償責任

なされるものであり、行政の裁量が認められる権限の行使を含んでいるから、投

資家は正当な利益のみを有し、権利を有しないとして、原告の請求を棄却した。

また、 CassaConti事件判決32)は、銀行免許の付与が拒絶され、行政裁判所

はその拒絶が違法であるとの判断を示した事案に関するものであるが、原告で

ある CassaContiは銀行市場に参入する絶対権を有していなかった(正当な利

益しか有していなかった)として、損害賠償を認めなかった。

3 Sgarla信事件判決及び、Cassadi Risparmio di Prato事件判決

Sgarlata事件33)において、破棄院は、原則として、公的主体は、裁量が認

められる権限の行使にあたっては、適法性、公平性及び効率的運営を定める憲

法97条34)をふまえ、一般的な注意義務を尽くして 35)、行為しなければならな

いと判示したお)。そして、これらの原則に違反したことによって、行政が権

利に損害を与えた場合には、市民法典2043条に基づいて損害賠償責任を負う

ことになるとした。他方、証券の募集と売出しを認可したことにつきイタリア

中央銀行に落ち度があったと主張された Cassadi Ristarmio di Prato事件にお

32) Cass.， s.u.， 25 marzo 1988， n. 2579， Foro it.， 1988，1， 3328， Giur. it.， 1989，1，1， 1191， con nota 

di Livi， M. A， In tema di irri抑制bilitadel danno prodotto dalla lesione di側 inter，町四 legi世'imo，

D伝:banco mer.ιfin.， 1989， 194， con nota di StellaRichter， P.， IIIegittimi.自主 dell'azionea抑制inistrati叩

e risarcimento del danno. 

33) この事件は、事件当時、銀行以外の金融機関を所管していた元産業・商業・工芸大臣

を被告とするものであったという点で珍しい。損害賠償請求は公的主体を被告としてなさ

れることが一般的だからである (Fordetails， see e.g. C1arich [1991J p. 207， 233 ss.)。

34) 第1項は、「行政組織は、行政の能率的運営と公平を確保するように、法律で定める。」

と規定している。

35) 仰例inemlaede開(直訳すると「誰も害さないJ)の原則に従って行動しなければならな

いとされている。このような原則は、 1920年代後半から形成され (Ca田.， 11 giugno 1927， 

Foro it.， 1927， 1， 934; Cass目， 31 maggio 1927， Giur，目it.，1927， 1， 1， 1240， Foro it.， Rep.， 1927， voce 

Responsabilita civi1e， n.274 ; Cass.， s.u.， 19 giugno 1936， Foro it.， 1936， 1， 1487)、Sgarlata事件

判決の時点では一般論として確立した判例の立場であった (Cass.，11 giugno 1979， Giur.it.， 

Rep. 1979，3545， n.45; Cass.， 29 giugno 1981， Rass. avv. Stato， 1982， 1， 929)。

36) Cass.， s.u.， 2 giugno 1992， n. 6667， Resp. c叩目 prev.，1993， 576. 
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いて、破棄院は、監督当局の過失ある行為の結果として損害を被った投資者は、

De Chirico事件判決37)で認められた財産の完全性に対する権利 (dirittoall' 

integrita del pa仕imonio) という権利を有すると判示した 38)。

なお、 BancaPopolare di Fabrizia事件についての 1993年7月22日破棄院判

決39)も原告の請求を棄却した。

4 Francovich事件判決と Vi句li事件判決

不当な損害とされるための要件として、 nonJureであり、かつ contrajusで

あることを要求する、従来の判例は、公共調達に関するルールに違反した場合

につき共同体法が定める損害賠償規定及び加盟国の責任に関する欧州司法裁判

所の判例法に違反すると指摘され、また、学説からも強い批判をうけていた

(See e.g. Monateri [1998J p.622; Greco [1999J p.ll08)。

37) Cass.， S.U.， 4 maggio 1982， Giur. it.， 1983，1， 1.. 

38) Cass.， s目U.，27 ottobre 1994， n. 8836， Banca， borsa， tit.目cred.，1995， 11， 525， con nota di Lener， 

R， La Cassazione ch叫 deCdefinitivamenteカildibattito sulla natura delle << quote >> delle casse 

di riゆarmio，e Scognamiglio， C.， Responsabili的 dell'organo di vigilanza bancaria e danno 

meramente patrimoniale ， Le soαieta， 1995， 353， con nota di Tarzia， G.， Le partecipazioni dei 

privati nelle casse di risparmio: il verdetto della Cassazione， Giur.comm.，1996， 11， 170， con no句

di Galletti， D.， Partecipazioゅleal capitale di Casse di Risparmio: co~βigurazione e limiti 均ologici.

See also Trib. Prato， 13 gennaio 1990， Banca， borsa， tit. cred.， 1991， 11， 63 e 249， con nota di 

Camardi， C.， Note problematiche附 temadi emissione di quote di partecipazione a(μtrimonio 

da parte di Casse di Risparmio， e Bollino， G.， Ora anche per la giurisprudenza le modificazioni 

per le Casse di risparmio sono legittime; App.Firenze， 20 maggio 1991， Banca， borsa， tit. cred.， 

1991， 11， 459， con nota di Lener， R， Osse四 azioniin tema di emissione di <<quote di risparmio>> 

da parte di casse di risparm仇 Giust.口iv.，1991， 1， 2431， con nota di Santarsiere，V.， Delle quote 

di risp抑制io.Nullit，占delnegozio di sottoscrizione per il vincolo peゆetuo.

39) Cass目， S.U.， 22 luglio 1993， n. 8181， Foro it.， 1994， 1， 1853， con nota di Scoditti， E.， 

Un'apertura giurisp開 denzialesu violazione di interessi legittimi e responsabilita civile， Nuova 

giur. civ. comm.， 1994， 1， 306， con nota di Bontempi， Banca， bo河a，tit. c問 d.，1994， 11， 119， con 

no包 diGalanti， E.， Diritti ed interessi d紗'onteall'esercizio di poteri autoritativi delle auめritadi 

controllo. 
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実際、 Francovich事件判決により、正当な利益の事案において国家賠償責任

を否定するイタリアの実務は、当該問題に関する欧州司法裁判所の立場と公式

に抵触することとなったと指摘されている 40)。そして、 Francovich事件判決は、

都市計画の変更が問題となった Viωu事件に係る 1999年破棄院判決41)につな

がった。

Vitali事件破棄院判決は、民法典2043条の解釈を変更して、不当な損害とい

う要件をみたすためには、損害が正当化できる理由なしに生じたものであり

(nonjure)、法秩序にとって重要な利益の侵害であれば、権利に影響をもたら

すものであること (contrajus)を要しないとした。すなわち、損害が存在し、

権利であれ正当な利益であれ、法秩序にとって重要な利益についての損害であ

り、公的主体の行政行為または不作為と損害との聞に因果関係があり、かっ、

行政の過失ある、無謀な.または故意の行為が存在する場合には、公的主体は、

民法典2043条に基づいて損害賠償責任を負うことになる。もっとも、行政行

為の違法性からは行政当局の行為に過失が当然に認められるわけではなく、憲

法97条が定める適法性、公平性及び効率的運営に違反したときに認められる

とした 42)。

Scarsoは、この判例変更の背景には、判例における賠償されるべき損害の領

域の漸進的な拡大、研究者から繰り返し加えられた強い批判ならびに圏内及び

EUの立法という 3つの要素があったと整理している (Scarso[2006J p.99)。

すなわち、破棄院は、この結論を導くにあたって、私人間関係においても私

人と行政機関との聞の関係においても、判例上、賠償されるべき損害の範囲が

拡大されてきたことを指摘した。絶対的な権利ではなく、相対的な権利である

債権の侵害によって生じた損害の賠償が認められており 43)、また、純粋経済

損失の場合にも、損害賠償を認めるために、権利であると裁判所が位置付ける

場合44)が従前からあったことを指摘した。そして、家族内45)あるいは家族類

40) See e.g. Barone e Pardolesi. [1992] ; Cafagno [1992] ; Caranta [1992] ; Cartabia 

[1992] ; Russo Spena [1992] ; Ponzanelli [1992]. 
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似の関係における 46)経済的性質を有する「正当な」期待に与えられる保護に

言及した。これらをふまえて、破棄院は、従来の裁判例においては、一貫性も

骨組みもなく、権利の侵害にあたると偽装して、これらの損害を賠償の対象と

41) Cass.， s.u.， 22 luglio 1999， n. 500， Foro it.， 1999， 1， 2487， con osservazioni di Pahnieri， A， e 

R.Pardolesi， Foro it.， 1999， 1， 3201， con nota di Caranta， R.， La pubblica aml削 nistrazione

nell' eta della r，回:po問。bilit，占，Fracchia， F.， Dalla negazione della risarcibili的 degliinteressi legi町.imi

all' affermazione della円sarcibilU，占diquelli giuridicamente rilevanti: la svolta della Suprema 

Corte lascia aperti alcuni帥 terrogative，Romano， A， Sono risarcibilit，占:ma perche devono由時間

intere哩silegittimi?， e Scodit世， E.，L'inte問'sselegittimo e il costituzionalismo -Conseguenze della 

svolta giurisprudenziale in materia門sarcitoria，Giur. it.， 2000， 1， 21， con nota di Moscarini， 1. 

V.， Risarcibilita degli inte問ssilegittimi e termini di decadenza， Giur. it.， 2000， 1， 1381， con nota 

di Pizzetti， F.G.， Risarcibilita degli interessi le.宮ittimie danno ingiusto. Se un g叩rnod'l目印tela 

Corte di Cassazione， Foro amm.， 1999， 1990， con osservazioni di Ianno伽，R. e note di Delfino， 

B.， La fine del dogma dell'irrisa陀 ibilitadei danni per lesione di interessi legittimi: luci ed ombre 

di una svolta storica， e Ca叫 niello，V.， Postilla in tema di ripαrtoj初 giurisdizioni，Foro amm.， 

2000， 349， con nota di Soricelli， G.， AP.仰 Itisu抑旬、voltaゆocale"in merito ad un'intel世間tazione

costituzionalmente orientata sulla pari d信仰itatra diritto soggettivo ed interesse legittimo・una

decisione a jutura削 e例 oria?，Giust. civ.， 1999， 1， 2261， con nota di Morelli， Urb.αtt.， 1999， 

1067， con nota di Protto， M.， Crolla il隅 urodell' irrisarcibilit，占dellelesioni di inte何百silegittimi: 

una svol抱 epocale?，Corr. giur.， 1999， 1367， con note di Di Majo， A， 11円:sa抑制entodegli閥均7白Sl

"non pi-企sololegittimi"， e Mariconda， V.， Si la questione d'un diritto civile…， Danno e res.ρ， 

1999， 965， con note di Carbone， Monateri， Pahnieri-Pardolesi， Ponzanelli， Roppo， Giorn. dir. 

0問問， 1999， 832， con nota di Torchia， 1.， La risarcibilita degli inte何回ilegittimI;. dalla 10四 S旬

piet:門ijicataal bosco di Birnam， Giur. cost.， 1999， 3217， con no抱 diSatta， F.， La sentenza n. 500 

del 1999: dagli inte開ssilegittimi ai diritti londamentali， Giur. cost.， 1999， 4045， con note di 

Scoca， F.G.， Per un'amm問istrazione開sponsabile，e Azzariti， G目，La門sarcibili拾 degli問teressi

legittimi tra interpretazioni giurisprdenziali e interventi legislativi. Un comment alla sentenza n. 

500 del1999 della Corte di Cassazione， Riv. it. dir. pubbl. com.， 1999， 1108， con nota di Greco， 

G.，1nter，町田 legittimo e risarcimento dei danni: crollo di un pregiudizio sotto la pres幻
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して認めてきたと指摘し、このような理論構成は、権利の侵害のみが市民法典

2043条の下で「不当な損害」であると解するルール47)を維持するためには必

要であったと論じた。

また、破棄院は、公共調達に関するルールに違反した場合に損害賠償を認め

るEC指令89/665/EEC 48)に言及し、行政機関の免責は共同体法に抵触すると

43) See e.g. Cass.， s.u.， 18 dicembre 1987， Foro it.， 1988， 1， 2321， Gi・Ur.it.，1989， 1， 1， 537， con 

no句 diA1essandri， A， Pignoramento pr，白soterzi e tutela aquiliana del credito， Banca， bo問。，

tit. cred.， 1990， I!， p. 199， con nota di Monte， M.， Una nuova ipotesi di <<lesione del credito>> nella 

giurisprudenza delle sezioni棚 ite，Giust.civ.， 1988， 1， 2053， con nota di Bove， M. e Cass.， 22 

settembre 1986， Giust. civ. Mass.， 1986， iasc. 8， Foro it.， Rep.， 1986， voce Responsabilita ci吋l~， ' 

n.96. 

なお、債権侵害に対する損害賠償を認めた裁判例として知られている最初のものは、

App.Torino， 23 gennaio 1952， Foro it.， 1952， 1， 219， R，岬 .civ.prev.， 1952， 173のようであるが、

破棄院は、 1971年1月26日判決 (Cass.，s.u.， 26 gennaio 1971， n. 174， Giur. it.， 1971，1， 1， 

681， con nota di Visintini， G.， 1n margine al caso Meroni， Giust. civ.， 1971， 1， 201， con nota di 

Santosuosso， F.， <<La nuova !rontiera>> della tutela aquiliana del credito， Foro it.， 1971， 1， 342 e 

1284， con nota di Busnelli， F.D.， Un clamoroso <<reviremenかdellaCassazione: dalla匂u四tione

di Superg酌 al吋 asoMer聞か ediJemolo，AC

で債権侵害に対する損害賠償を認める立場に転じた。

44) Cass.， 3 apri1e 1995， Ri・'v.dir. co例制.， 1995， I!， 295， Giust.civ.， 1995， 1， 2423， Corr.giur. 1995， 

1082， con nota di Flumighi， F.， Danni del socio e danni della societa， Le societa， 1995， 1544; 

Cass.， 4 iebbraio 1992， Foro it.， 1992， 2127， con nota di Simone， R; Foro.it.， 1993， 1， 3359， con 

nota Roppo， V.， Di伶例azioneper << mass media >> e問sponsabilit古civiledell' editore， Giur. it.， 

1993，1，1，862; Resp.civ.prev.， 1992， 778; Cass.， 251uglio 1986， Nuova giur.口目札， 1987， 1， 386， con 

nota di Libertini， M.， Concorrenza sleale - Lesione della reputazione di prodotto -

Applicazione analogica; Cass.， 4 maggio 1982， Foro it.， 1982， 1， 2864， G叫ist.civ.，1982，1，1745， 

con nota di Di Majo， A， 1ng叫stiziadel danno e diritti non nominate， Giust.civ.， 1982， 1， 3103， 

con nota di De Cupis， A， 11 di円ittodi liberta negoziale. 

45) Cass.， 22 iebbraio 1995， Foro it.， Rep.， voce Danni civili， n.235; Cass.， 6 dicembre 1982， 

Foro it.， 1983， 1， 1630， con nota di Jannarelli， A， Non imputabilita penale e danno間orale:le 

acrobazie senza rete delle sezioni unite; Giust.civ.， 1983， 1， 1155， con nota di Cossu， C.， 

I倒，putabilitae risarcimento del danno non patrimoniale， Giur，目it.，1984， 1， 1， 150， con nota di 

M酪仕opaolo，F.， Morte del mino開 Dγ'OVocatada un no唱 imputabilee risaγ'CImento. 

46) Cass.， 28 marzo 1994， Giust.civ.， 1994， 1， 1849 
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指摘した。園内法としては、 1998年委任立法令第80号に言及し、当該委任立

法令によって、通常裁判所と行政裁判所との管轄の配分は、正当な利益と権利

とに注目するものではなくなったとし、どの利益が保護に値するかを先験的に

定めることはもはやできなくなったとの見方を示した。

なお、金融監督以外の領域における監督上の失敗に基づく賠償責任が認めら

れたものとして、血液製剤についての厚生大臣による監督が不適切であったど

うかに関する裁判例が多く存在する (Fordetails， see Izzo [1999J)。これにつ

いては、防tali事件破棄院判決であっても、民法典2043条に基づく損害賠償責

任を認めた 1998年11月27日のローマ地方裁判所の判決49)を鴨矢として、国

家賠償責任が認められていた50、51)0 Vitali事件判決の枠組みに照らしでも、憲

法32条1項は、共和国は、健康を個人の基本的権利として、また、公益とし

て保護すると定めているため、健康に関して個人が被った損害は、法秩序にと

47) このルールが憲法3条(法の前の平等ーすべての市民は等しく社会的な尊厳を有し、性

別、人種、言語、宗教、政治的見解、人格及ひで社会的条件の違いにかかわらず、法の前に

平等である)、 24条(出訴権) (注目参照)及び113条(行政訴訟) (注目参照)と整合的

であるかについて、憲法院は判断を求められた。しかし、問題となっている紛争の解決に

とっては、当該争点は仮想的な意義しか有さず、現実的な意義を有しない (rilevanzadella 

ques柱。ne邑meramenteipo凶 ica，e non attuale) として、憲法院は却下した (Cortecost.， 8 

maggio 1998， ordinanza n.165， Foro.it.， 1998， 1， 3485， con no旬 diCaran匂，R， Danni da lesione 

di interessi legittimi: la Corte Costituzionale trende ancore temto， Corr.giur.， 1998， 651， 

Gi悶 t口・v.，1998， 1， 1763， Giur. it.， 1998， 1929)。これは、 1953年3月11日法律第87号(Legge

11 marzo 1953， n. 87 -Nonne sulla costituziοne e s叫funzionamentodella Corte costituzionale) 

が付随的審査制jを採用しているためである (23条)。

48) Council Directive 89/665/EEC of 21 December 1989 on the coordination of the laws， 

regulations and administrative provisions relating to the applica世onof review procedures to 

the award of public supply and public works con仕acts，OJ L 395， 30.12.1989， p. 33. 

49) Trib. Roma， 27 novembre 1998， Foro it.， 1999， 1， 313， Questione giustizia， 1999， 548 con 

nota di Lamorgese， A， Emoderivati inj面的 e問 stonsabilitacivile， Danno e rest.， 1999， 214， con 

nota di Izzo， U.， La問 stonsabilitadello Stato ter il cont，勾ioda HIV ed etatite di emofilici e 

tolitrasfusi: i limiti della restonsabilita civile. See also App.Roma， 23 0仕:obre2000， Danno e 

問ψ.，2001， 106， con nota di Izzo， U.， La restonsabilita dello Stato ter il contagio da HIV ed 

etatite di emo，βlici e tolitrasfusi: oltre i limiti della restonsabili自主 CI制 le.
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って重要なものと解される可能性が高いと説明することができる。

5 HVST事件判決

破棄院は、 Vitali事件で採用したアプローチを以後の判決においても踏襲

し52)、金融Id:督上の失敗との関連では、 2001年のHVST事件判決53)で適用した。

HVST事件は、有価証券の公募における目論見書の虚偽記載に関連して、す

なわち、 1985年に募集を行った会社が破産宣告を受け、 HVSTが清算に入った

こと 54)をうけて、株式の引受人は、民法典2395条(前各条の規定は、取締役

の故意または過失ある行為により直接に損害を被った個々の社員または第三者

が有する損害賠償請求権に影響を与えない)に基づいて、募集を行った会社の

社長に対して損害賠償請求訴訟を提起するとともに 55)、証券取引委員会に対

して、適切な監督を行わなかったとして、目論見書中の不正確な情報によって

50) e ιTrib. Roma， 14 giugno 2001， Corr. giur.， 2001，1204 con nota di Carbone， V.， Danno e 

resp.， 2001， 1072 con nota di Izzo， U.， La r，四:ponsabilitadello Stato per il contagio da H刀red 

φatite di emQβlici e politraミルsi:olt四 1limiti della responsabilita civile; Trib. Roma， 27 novembre 

1998， Foro it.， 1999， I， 313; App.Firenze， 7 giugno 2000， Foro it.， 2001， I， 1722; Trib. Roma， 15 

giugno 2001， Rass. dir. fa岬 laceutico，2001， 488; Trib. Napoli， 15 gennaio 2002， Giur. napoletana， 

2002， 121; Trib. Roma， 10 giugno 2002， Giur.例 erito，2002， 1250;τ'rib. Roma， 19 dicembre 

2002， Giur.例 erito，2003， 631; Trib. Bari， 20 marzo 2004， Dir. e Gi・ust.，2004， 28 

51) なお、 2003年4月23日法律命令第89号 (Decreto-legge23 aprile 2003， n.89 -Proroga dei 

termini relativi all' at士ivitaprofessionale dei medici e宣nanziamentodi particolari. terapie 

oncologiche ed ematiche， nonche delle凶 nsazionicon soggetti danneggiati da emoderivati 

infe凶)及び2003年6月20日法律第 141号(Legge20 giugno 2003， n.141-Conversione in 

legge， con modi宣cazioni，del decreto-leggeお aprile2003， n. 89， recante proroga dei termini 

relativi a11' a位iviぬprofessiona1edei medici e血mnziamentodi particolari terapie oncologiche 

ed ematiche， nond時 delle仕 組sazionicon soggetti danneggia世daemoderivati infe凶)の3条

により、 2003年に感染した患者に対して9850万ユーロ、 2004年から 2005年に感染した患

者に対して 1億9850万ユーロ、それぞれ支払うことで、訴訟が終結した。 Fordetails， see 

e.g. Izzo [2003]. 

52) e.g. Cass.， 18 febbraio 2000， n. 1814， Foro it.， 2000， I， 1857， Giust. civ.， 2000， I， 2655; Cass.， 

28 marzo 2000， n. 3726， Danno e 何ψ，2000， 878; Cass.， 11 novembre 2000， n. 14432， Giust. 

α目v.Mass.， 2000， fasc. 259. 
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被った損害の賠償を求めた。破棄院56)は、原告の請求原因の性質について民

事裁判所が判断を示すべきかどうかという問題との関連で検討を加えたが、傍

論として、証券取引委員会の活動を規律する法律は、投資家の保護を目的とす

るものではなく、公益を目的とするものであって、引受人には権利を与えてい

ないとした。この立場によれば、証券取引委員会による監督上の失敗の結果、

引受人が損害を被ったとすれば、請求原因はないということになる。

この破棄院の考え方に沿って、ミラノ地方裁判所は、投資者は正当な利益を

有するにとどまるとして、その請求を棄却し57)、ミラノ控訴裁判所も原告の

請求を棄却した四)。もっとも、理由は異なり、投資家はDeChirico事件判決で

53) Cass.， 3 marzo 2001， n. 3132， G間以 civ.，2001， 1， 907， con nota di Giacalone， G.， Prospetto 

non veritiero e responsabilita della Consob， Foro it.， 2001， 1， 1139， con nota di Palmieri， A， 

Responsabilita per omessa 0 insufficiente vigilanza: si affievolisce l'immunita della βa.， 

Co陀 giur.，2001， 880， con nota di Visen也li，G. e A Bemardo， La responsabilita della Consob 

per negligenza nell'esercizio dell'attivit企divigilanza， Gi・ur.it.，2001， 1， 2269， con no也 diD'Auria， 

M.， La responsabilit，占dellaCo加 ob，Profili civilistici， Gi・ur.comm.，2002， II， 12， Le socie的， 2001，

565， con nota di Anello， P. e S. Rizzini BisinellL Responsabilita della Consob per omissione di 

vigilanza eグisarcibilitadel danno， Resp.civ.prev.， 2001， 562， con nota di Caranta， R.， 

R俗世onsabilit，占dellaConsobρer mancata vigilanza e ルturiproblemi di giurisdizione， Banca， 

borsa， tit. cred.， 2002， II， 19， con nota di Perrone， A， Falsita del prospetto e問 sponsabilitacivile 

della Consob， Danno e resp.， 2001， 505， con nota di Cristiani， D.， La Cassazione afferma la 

reゆonsabilitadella CONSOB per jalsita in prospet般的~a occasione mancata e un vecchio 

principio? 

54) Trib. Milano， 10 maggio 1985， Foro it.， 1986， 1， 560. 

55) See Trib. Milano， 171uglio 1997， Foro it.， Rep.， 1997， voce Societa， n. 666. 

56) Cass.， s.u.， 14 gennaio 1992， Banca， borsa， tit. c陀 d.，1992， 1， 393， con nota di Marzona， N.， 

Le posizioni soggettive del円sparmiatoresecondo il giudice della giurisdizione: una d幼icile

tutela， Foro it.， 1992， 1， 1421， Giust.目civ.，1992， 1， 2727. 

57) Trib. Milano， 11 marzo 1996， Foro it.， Rep.， 1997， voce Responsabilita civile， n.169; Foro 

pad.， 1997， 1， 233 

58) App.M坦ano，13 novembre 1998， Foro it.， Rep.， 1999， voce Responsabilita civile， nn. 274 e 

291， Dげ~ e pratica societa， 7， 1999， 65 con nota di Marinoni， R， Controllo della Co悶 obe diritti 

soggettivi del悶sparmiatore，Le Societa， 2001， 570. 
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認められた財産の完全性に対する権利という実体的な権利を有していると認め

た上で、契約外責任が認められる要件をみたさないとの判断を示した。

すなわち、まず、当時の法律の規定59)の下では、証券取引委員会には、登

録書類に含まれている情報を評価するための調査権限が与えられていなかった

ことを指摘した。

また、目論見書には、証券取引委員会は、当該投資の価値をレビューしてい

ない旨、当該目論見書の公表は当該目論見書により提供される情報が真実かっ

完全であることを保証することを意味しない旨及び発行者のみが目論見書に含

まれる情報について責任を負うものである旨の警句が含められていたが、原審

と同様、その有効性を承認した。

さらに、ミラノ控訴裁判所は、損害は、高値で取得することにつながる誤っ

た投資判断によって生じたものであって、証券取引委員会の作為または不作為

と投資家が被った損害との聞には因果関係がないとした。そして、募集を行っ

た会社による不正行為についてのニュースがマスコミで報じられたため、リス

クは投資家に知られていたと判断した。

これに対して、破棄院は、証券取引委員会は、開示される情報の完全性と真

実性を確認するために予防的にも事後的にもその権限を行使すべきであり、そ

うしないことは、投資家に対して損害賠償責任を負うことにつながり得るとし

た。そして、ミラノ控訴裁判所が投資家はDeChirico事件判決で認められた財

産の完全性に対する権利という実体的な権利を有していると認めたことを支持

し、それは Vitali事件判決が定立した法準則と首尾一貫するとした。そして、

不実の情報を過失によって流布することは、投資家をリスクが高いビジネスに

同意するように誤導するもので、あって、投資家に経済的損失を生じさせるもの

であって、この要素は、損害を被った投資家の地位は、目論見書に含まれた情

報の名宛人である潜在的な対象者の地位と区別するのに十分であるとした。

その上で、破棄院は、証券取引委員会は、目論見書に含まれている情報が事

59) Legge 7 giugno 1974， n.216 come modi宣catodalla Legge 23 marzo 1983 n. 77. 
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実に反することを確認した時は、公募を止めるように命ずる義務を負っていた

とし、 1974年6月7日法律第216号(Legge7 giugno 1974， n. 216-Conversione 

in legge， con modi:ficazioni， del decreto-legge 8 aprlle 1974， n. 95， recantedispos凶o凶

relative a1 mercato mobiliare ed al仕attamentofiscale dei titoli azionari)の18条

及び、18-quarler条は、証券取引委員会に登録の全過程におけるエンフォースメ

ントの権限を与えていたとの判断を示した。主観面についても、 Sgarlata事件

判決を踏襲して、公的主体は、適法性、公平性及び効率的運営を定める憲法

97条をふまえ、一般的な注意義務を尽くして行為しなければならないという

一般論を述べた上で、目論見書に含まれていた不実の情報は、文書のレビュー

における通常の注意を払えば、発見できかっ発見すべきであったもの (exactis) 

であるとして、この事件における証券取引委員会の行為は重大な過失にあたる

とした。

また、破棄院は、目論見書に含まれていた2つの警句について、第一審や原

審と異なり、投資家が証券取引委員会の重過失につき挙証責任を負うという効

果をもたらすものではなく、これらの免責条項は法律に反する (contralegem) 

ものであり、それらの警告文言は、目論見書の登録は証券取引委員会がその公

募について評価したことを意味アるものではない旨を告知するものと位置付け へ

ることカ宝できるにすぎないとした。

さらに、因果関係についても、契約外責任法にも適用される刑法典41条印)

にしたがって原因の競合を考慮に入れつつ、証券取引委員会がその権限を適時

かっ適切に行使していたとしたらどのような結果になったかの予想に基づいて

決定されるべきであるとした。そして、募集を行った会社の行為に関する報道

について、破棄院は、それらの報道は募集を行った会社の不動産及びその投資

60) 第1項は、「先行の、同時のまたは後行の原因の競合は、それが犯人の作為または不作

為から独立していても、作為または不作為と結果との聞の因果関係を排除しないjと、第

2項第1文は、「後行の原因は、それだけで結果をもたらすのに十分な場合には、因果関係

を排除する」と、第3項は、「前2項の規定は、先行の、同時のまたは後行の原因が他人の

不法行為にある場合でも、これを適用する」と、それぞれ、定めている。
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について公衆に助言するには不十分であり、証券取引委員会は、投資家に損害

が生ずることを防止する義務を負っていたとする一方で、募集を行った会社の

不正行為に関する報道は民法典2056条 61)及び1227条62)が規定する過失相殺

において考慮に入れられるべきであるとした。

このような判断を示して、破棄院は原判決を破棄し、差し戻したが、差戻し

後のミラノ控訴裁判所判決は、破棄院が示した原則を適用し、過失相殺をする

ことなく、投資家の損害賠償請求を認容した 63、附。

なお、憲法47条1項は、「共和国は、あらゆる形態の貯蓄を奨励し、保護す

る。共和国は信用の供与を規制し、調整し、かつ監督する」と規定しているが、

1993年銀行法 CDecretoLegislativo 1 setiembre 1993， n. 385-Testo Unico delle 

leggi泊 materiabancaria e creditizia) 5条1項は、「信用監督当局は、監督対象

61) 契約外責任について、第1文は、「被害者に支払われるべき賠償は、第1223条、第1226

条及び第1227条の規定に従って決定されなければならない」と定めている。

62) r債権者の過失ある行為が損害の発生に競合した場合には、賠償はその過失の程度及

びそれから生じた結果に従い減額されるJ(第1文)0r賠償は債権者が通常の注意を用いる

ことによって避けることができる損害については支払われないJ(第2文)。

63) App.Milano， 21 ottobre 2003， Le Societ，占2004，con nota di Fan甘， F.， Vigilanza suimercati， 

reゆonsabilitadella Consob e risarcibilit，占deldanno， Contratti， 2004， 329， con nota di Santucci， 

G.M.，Reゆonsabilitadella Consob per omessa vigilanza， Corr. giur.， 2004， 933 con nota di Tina， 

A.， Responsabilita della Consob per omessa vigilanza sulla veridicit占delleinformazioni 

contenute nel prospetto inftげmative，Nuova giur. cilソ.comm.， 2004， 1， 213 con nota di Guasta11a， 

E.L.， Falsit，占delpro駒 ttoinformativo， danno agli investitori e responsabilita civile della Consob 

e Ando， B.， Nesso di cat日αlitafra omessa v信ilanzae danno risentito dagli investitori. C:円teridi 

quantijicazione del danno， Giur. it.， 2004， 800， con nota di Mignone， G.， Vigilanza Co附 obe 

responsabilit，占:brevi osservazioni sul tema， Foro it.， 2004， 1， 584， con nota di Capu世，L..See also 

Tuozzo， M.， La.Consob色， dunque， responsabile in concreto， Contr. e impr.， 2004， II， 590; 

Russ<i， S.， Responsabilita della Consob per mancato controllo del prospetto， Giur. co問問.，

2004， II， 659; Santucci， G.M.， Responsabilita della Consob per omessa vigilanza colposa， 1 

Contratti， 2004， 337. 

64) なお、証券取引委員会は、この判決に対して破棄院に上訴しなかった (See11 Mondo， 25 

giugno 2004， n. 25， p.32 (quoted in:τIlozzo， M.， La Consob色dunqueresponsabile in concreto， 

Contr. e L刑pr.，2004， p. 593))。
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者の健全かっ慎重な運営、金融システム全体の安定性、効率性及び競争力なら

びに信用に関する規定の遵守に関して、本委任立法令によって付与された監督

権限を行使する」とのみ規定しており、銀行監督の目的として投資者・預金者

の保護は明示していない日)。もっとも、破棄院は、 2003年3月2日判決において、

監督当局との関係で、投資家や預金者は権利を有しているとの判断を示した侃)。

そして、銀行監督においては、専門的な裁量の余地が認められており、裁判

所が監督当局の判断をレビューできる範囲が問題となるが、専門的裁量が認め

られる行政庁の行為について、かつては、裁判所は、特定の専門的テストを採

用することなく、重大な過失または誤りがないことを確認するにとどまってい

た 67)。しかし、行政裁判所が専門家の意見を求めること (consulenzatecnica 

d'u血cio)ができ、損害賠償を命ずるにあたって、それを判断材料とすること

ができるようになって (1998年委任立法令第80号35条3項及び2000年法律第

205号 16条)以来、行政庁が実施した判断過程全体をレビューするようになっ

た68)。もっとも、行政庁がした判断の実体を司法審査することを避けるため

に、裁判所は区別をしており、ある行政庁の判断に異なる利益あるいは対立す

る利益のバランスを図ることが含まれている場合には、専門的な合理性と最終

的な判断の一貫性のみをチェックするのが判例の傾向である。

65) 1993年銀行法 (Fordetails， see e.g. Di Giorgio， Di Noia and Patti [2000J ; Alpa [2004J) 

制定にあたっては、消費者保護の観点が考慮要素の1つとされていた。とりわけ、銀行法

96条は預金保護スキームについて規定しており、預金者(消費者)保護が考慮に入れられ

ているということができる。

66) Cass.，s.u.， 2 maggio 2003， Corr. giur.， 2003， 734， Foro it.， 2003， 1， 1685， Guida al dir.， 2003， 

n.26，49，Banca，bo問a，tit. c問 d.，2004， 11， 397， Giur. banc.， n. 18，98. 

67) See Consiglio di S句to，sez. VI， 3 ottobre 1994， n. 1473; Consiglio di Stato， sez. VI， 1 settembre 

2000，n.4658 

68) Consiglio di S句to，sez. IV， 9 aprile 1999， n. 601; Consiglio di Stato， sez. IV， 6 0仕obre2000， 

n. 5332; Consiglio di Stato， sez. V， 5 marzo 2001， n.1247; Consiglio di Stato， sez. IV， 6 ottobre 

2001， n. 5287， Foro it.， 2002， 111， 414， con nota di Giardino， E.; Consiglio di Stato， sez. VI， 11 

dicembre 2001， n. 6217. 

52 



銀行監督上の失敗と国家賠償責任

6 2006年委任立法令第303号

HVST事件判決を前提として、監督当局は軽過失の場合にも責任を負うとい

う見解も有力であったが(B1andini[1999J p.325)、監督当局が損害賠償責任

を預金者や投資家に対して負うのは重過失または故意の場合に限定すべきであ

るとする見解も唱えられていた (e.g.Vignocchi [1988J p.1003; D'Auria [2001J 

pp.2269 sS.; Ando [2001J p.161; Scotti [2002J pp.12ss.. See also Rossi [2003J 

pp.670 ss.)。

他方、上述の裁判例、とりわけHVST事件判決からは、監督当局が責任を負

うのは重過失がある場合に限定されるという帰結は導き出せないという見解も

少なくなかった (Fanti[2004J p.60; Romagnoli [2001J p.759; Perrone [2002J 

p.25; Palmieri [2001J p.1141. See also Tina [2004J p.944)。しかも、銀行監督

当局の責任を制限することは、憲法47条に違反するおそれがあるという指摘

もあった (Seealso Princigalli [1992J p.124) 69)。

しかし、 2006年12月29日委任立法令第303号 (Coordinamentocon la legge 

28 dicembre 2005， n. 262， del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 

(T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 

finanziaria (T.U.F.)) 4条3項により、 2005年12月28日法律第262号の24条が

改正され、ふbis項が「第1項に掲げる監督庁〔イタリア中央銀行、証券取引委

員会、年金基金監視委員会[CovipJ一引用者〕及び競争・市場監督庁

(Autori協 garantedella concorrenza e del mercato)の監督職務の遂行にあたり、

その機関の構成員及ぴ被用者は故意 (dolo)または重大な過失 (colpagrave) 70) 

をもってなした行為から生じた損害の賠償の責に任ずる」と規定するに至った。

この改正は、政府の提案書 (A社odel Govemo sottoposto a parereparlamentare 

69) なお、 Monateriは、監督当局が個々の預金者に対して損害賠償責任を負うこととする

か、法令によって免責を認めるかは政策的な判断であると指摘していた (Monateri[1998b] 

p.808)。
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n. 26， Schema di decreto legislativo recante adeguamento 'del testo unico delle 

leggi in materia bancaria e creditizia， di cui al decreto legislativo 1 0 settembre 

1993， n. 385， del testo unico delle disposizioni in materia diintermediazione 

finanziぽia，di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998， n. 58， nonche delle al仕e

leggi speciali alle disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 2005， n. 262 (5 settembre 

2006))では、国際通貨基金によるイタリアにおける監督体制についての評価

において指摘されたことを受けて、国際的な基準に合致させるために必要であ

ると考えられたからであるとされている (Relazioneillus仕組問 delloschema di 

decreto legislative di coordinamento e di adeguamento del T. U. B， del T. U. F. e 

delle altre leggi speciali alla legge per la tutela de1 risparmio， Articolo 4， Comma 2)。

すなわち、国際通貨基金の 2004年のレポート (IMFCoun町 ReportNo.04/133， 

Itrily: Detailed Assessment of ComPliance with the Basel Core PrinciPles for E-旅ctive

Banking Supervision)では、イタリアのシステムは、監督者に対して、その職

務を遂行するにあたって善意で講じた措置から生じた裁判における法的保護を

与えていないと指摘され (para.28[p.13] ; p.30)、監督当局及びその役職員に

対して法的保護を与えるよう法律改正を検討すべきであるとの勧告を受けた

(Table 6 [p.78])。また、国際通貨基金の 2006年のレポート(IMFCoun町

Report No.06/112， Italy: Financial System Stabili砂Assessment，including reports on 

the Observance of Standards and Codes on the following topics: Banking Supervision， 

Payment Systems， Insurance， SecuritiωRegulation， Securities Settlement and Payment 

Systems， Monetaηand Financial Policy 1干ansparency，a担dAnti-Money Laundering 

70) 1988年4月13日法律第117号 CRisarcimentodei danni cagionati nell'eserc凶odelle funzioni 

giudiziarie e responsabilita civile dei magis仕ati)2条3項が、裁判官の責任に関して、重大

な過失の意義を規定している(弁明の余地がない過失による重大な法律違反、弁明の余地

がない過失の結果、議論の余地なく否定さlれる事実を認定したこと、弁明の余地がない過

失のため、議論の余地なく存在が認められる事実を認定しなかったこと、及び、法律によ

って認められた場合または理由を付すことなく人身の自由に関する判決を言い渡したこと

は重大な過失にあたるとしている)のとは異なり、どのような場合に重大な過失にあたる

のかについては定められていない。
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and Combating the Fi仰 ncingofTerrorism)においても、監督当局及びその役職員

はその職務の遂行にあたり善意で講じた措置から生じた裁判において賠償責任

を負う状況が続いていると指摘された (para.76 [p.43])。この指摘に対して、

イタリア中央銀行は、監督当局及びその役職員を、その職務の遂行にあたり善

意で講じた措置に対して第三者によって提起される裁判の可能性から法的に保

護することの重要性については検討を開始していると回答していた (p紅 a.79 

[p.44])。そして、元老院における意見聴取において、イタリア中央銀行の総裁

であるDraghi71
)も証券取引委員会の委員長である Cardia72)もこのような責任

制限に対して適切であるとの見方を示した。

この委任立法案に対して、元老院の第1常設委員会(憲法)は問題なし

(non os句伽0)との意見を述べたが (1堵 islatura15"_1" Commissione permanente-

Resoconto sommario n. 15 de125/10/2006)、第6常設委員会(金融及び財政)

と第 10常設委員会(産業、通商及び旅行)の合同委員会は条件付賛成

(favorevole condizionato) という意見を表明した。すなわち、『政府提案第26

号に対する第6常設委員会及び第10常設委員会合同委員会の承認意見 (Parere

approvato dalle Commissioni 6" e 10" riunite sull' atto del Governo N. 26) jにお

いては、条件8として、故意または重大な過失による場合を除き、監督当局及

びその役職員の行為によって生じた損害を賠償する責任を免責する委任立法令

案の第4条を修正する必要があるとされていた(Legislatura15" -Commissioni 

60 e 100 riunite-Resoconto sommario n. 7 del 08/11/2006)。このような意見に

至った背景には、 2006年9月26日開催の第6常設委員会の会議において、

Cantoni元老院議員が軽過失による行為も貯蓄者に損害を与える可能性が高い

として強い懸念を表明し (Legislatura15" -6" Commissione permanente-

Resocontosommario n. 17 de126/09/2006)、同年10月17日開催の第6常設委員

71) Legislatura 15' -6' Commissione perrnanente -Resoconto sommario n. 17 de126/09/2006. 

See also Draghi [2006J pp.10.11. 

72) Legislatura 15' -6' Commissione perrnar削除-Resoconto sommario n. 19 de127 /09/2006 
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会及び第10常設委員会合同委員会の会議において、 Eufemi元老院議員も国際

通貨基金から指摘された国際的基準との調和を図るものであるとはいえ、受け入

れがたい (condivisibile)と述べていたことがあった(Legisla旬ra15a 
-COIDITUssioni 

60 e 100 riunite-Resoconto sommario n. 2 de117 /10/2006)。

他方、代議院の委員会では、第5委員会(予算、大蔵及び計画)は賛成意見

(Parere favorevole)を表明し (CommissioneV-SOMMARlO・Martedi10 0社obre

2006， p.88)、第6委員会(金融)及ぴ第10委員会(生産、商業及び旅行)合同

委員会も意見付承認意見 (Parereapprovato dalle Commissioni)を表明したが

(Commissioni Riunite vl e X-SOMMARlO・Mercoledi15 novembre 2006， p.lO)、

監督当局の責任の制限を定める規定の新設についての意見は付されなかった。

なお、第6常設委員会及び第10常設委員会合同委員会では、監督当局の責任

の制限を定める規定の新設について、国際通貨基金による指摘のほか、この規

定に類似した責任制限規定はすでに存在し、たとえば、市民法典2236条は、

特別な困難さを伴う専門的問題の解決を含む専門的サービスを提供する者は、

悪意または重大な過失 (dolo0 di colpa grave)がない限り損害賠償責任を負わ

ないと定めており、判例も、この条項は、参照されるべき基準73)がどのよう

なものであれ、適用される一般的な原則を定めており 74)、不法行為責任にも

適用があるとしている 75) という点も論拠として指摘されていた(COIDITUssioni 

Riunite vl e X聞SOMMARlO・Mercoledi4 0仕obre2006， p.48)。

このような改正後2005年法律第262号24条ふbis項は、イタリア中央銀行な

ど及びその機関の構成員・被用者が職務の遂行にあたり損害賠償責任を負う旨

73) Cass目， 7 maggio 1988 n. 3389， Dげ目 eρrat.assicur.， 1989， 497. 

74) e.g. Cass.， 1 agosto 1996， n. 6937， Giust. civ. Mass.， 1996， 1091， Giur. bollettino legisl. tecnica， 

1997，4047; Cass.， 81uglio 1994， n. 6464， Giur. it.， 1975， 1， 1，790， Rωs.dir.civ. 1996， 342. 

75) Cass.， 17 marzo i981 n. 1544， Mass.Foro.it.， 1981， 346， G叫 st.c叩.Mass.， 1981， fasc目3;

Cass.， 8 novembre 1979 n. 5761， Giust.的.， 1980， 1， 340; Cass.， 20 novembre 1998， n. 11743， 

Foro it.， Rep.， 1998， voce Professioni泊telle枕uali，n. 165; Cass.， 26 m訂 zo1990， n. 2428， Giur. 

it.， 1991，1， 1， 600.学説の状況については、たとえば、 Cazzanigae Cattabeni [1988J p.490参

照
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を定めたものであるが、市民法典2043条などとの関係については明示的に定

めが置かれていないため、理論的には3つの解釈の可能性がある (SeeAndo 

[2008J pp.61-62)。すなわち、(1)一般的な契約外責任のシステムでは損害賠償

責任を負わない場合にも重大な過失または故意が認められるときには、監督庁

などが責任を負うという仕組みを導入したという解釈、逆に、 (2)契約外責任の

一般的なシステムと異なり監督庁などが責任を負う場合を重大な過失または故

意が認められるときに限定したという解釈、及ぴ、 (3)この規定は、契約外責任

の一般的なシステムにおいてまたは判例においてすでに黙示的に採用されてい

る解決を明文化したものであるという解釈である。
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